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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  

人口減少社会において本市の人口は５１万人前後を維持しているが，中・長期的

には人口減少・高齢化による労働力の減少など，人口構造問題は避けて通れない課

題となっている。 

産業構造については，国内最大級の内陸型工業団地を有し，製造業における製造

品出荷額は全国的に高い水準であり，付加価値額は製造業だけではなく，商業・サ

ービス業など幅広い業種で中核市の上位に位置している。 

一方，今後，労働人口が減少する中にあって，中小企業が経営を維持するために

は，従業員の賃上げなどにより人材確保や定着を図るとともに，先端設備等の導入

やＩＣＴなどの技術活用といったデジタル化によるさらなる生産性の向上が必要

である。 

こうした中，本市の中小企業振興の施策を総合的・計画的に推進するため，「第２

次うつのみや中小企業振興プラン（計画期間：令和５年度から令和９年度まで）」に

基づき，本市の地域経済を支える中小企業のＤＸの推進・ＧＸの促進による生産性

向上や持続的な成長等につながる中小企業振興策に取り組んでいる。 

 

（２）目標 

  

本市は，導入促進基本計画を策定し，中小企業の先端設備等導入計画を認定する

ことにより生産性の向上を促進する。なお，本市においては，先端設備等導入計画

を２年間で４０件以上認定することを目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

   

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関

する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 

多様な産業の設備投資を支援するため，本計画において対象とする設備は，経済

産業省関係中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全て

とする。 

 



３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   

本計画の対象区域は，広く事業者の生産性向上を実現する観点から，市内全域を

対象とする。 

 

（２）対象業種・事業 

 

本計画の対象業種は，広く事業者の生産性向上を実現する観点から，全ての業種

を対象とし，労働生産性が年平均３％以上に資すると見込まれる事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

   

導入促進基本計画の計画期間は，国が同意した日から２年間（令和７年４月１日

～令和９年３月３１日）とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

先端設備等導入計画の期間は，３年間，４年間，または５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

   

・ 雇用の安定を確保するため，人員削減を目的とした取組は先端設備等導入計画

の認定の対象としない。 

・ 健全な地域経済の発展を図るため，公序良俗に反する取組や，反社会的勢力と

の関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない。 

・ 市税を滞納している者の先端設備等導入計画は認定の対象としない。 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 

 


